
八坂診療所及び美麻診療所 

医事一体型電子カルテシステム賃貸借（長期継続契約）仕様書 
 

１ 賃貸借物件  Medicom-HRf 医事一体型電子カルテシステム及び機器一式 
（物件明細は別紙「調達物品等内訳書」のとおり） 

 
２ 設置場所   長野県大町市八坂 1109 番地 11 八坂診療所 
         長野県大町市美麻 11810 番地イ 美麻診療所 
 
３ 物件提供者  長野県松本市村井町北 1-14-8 
         ウィーメックス株式会社 松本営業所 
         Tel 0263-86-0029 Fax 0263-86-3146 

 
４ 物件提供価格 

八坂診療所 6,270,000 円（うち消費税及び地方消費税額 570,000 円） 
美麻診療所 6,270,000 円（うち消費税及び地方消費税額 570,000 円） 

 
５ 賃貸借期間 令和 7 年 6 月 30 日から令和 12 年 6 月 29 日までの 5 年間 
 
６ 支 払 方 法  
（１）令和7年度の支払いについて 
受注者は、令和7年6月30日から令和8年3月31日の賃貸借料の10カ月分をリース期間開始以
降に請求し、発注者は適法な支払請求書を受領したその日から起算して30日以内に支払う。  
（日割り計算は致しません） 

（２）令和8年度から令和12年度の支払いについて 
受注者は、年度ごとに、当該年度分の賃貸借料を年度当初に請求し、発注者は適法な支払 
請求書を受領したその日から起算して30日以内に一括して支払う。なお、令和12年につい
ては4月1日から6月29日までであるが、2カ月分の賃貸借料を支払うものとする。 

（３）上記（１）（２）により、支払いを行うため、日割り計算は行わず、月額60回分の金 
額を支払うものとして入札額を計算すること。 

（４）請求書は、診療所ごと別々に作成する。 
 

７ そ  の  他 
(１) リース期間満了後におけるリース物件の所有権は、賃借人である大町市に帰属するもの

とする。 
(２) 動産総合保険の付保すること。 

 (３) 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約である。
この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった
場合は、大町市は、この契約を変更又は解除することができるものとする。 

但し、契約を解除した場合、本契約期間の残月数に契約金額の月額を乗じて得た額を上
限として解約金を受注者に支払うものとし、リース物件の所有権は賃借人である大町市に
帰属するものとする。 



(４) 物件提供者への支払条件については、本入札前に物件提供者へ確認すること。 
(５) 本契約は、大町市と落札者との2者間契約とする。なお、指定の契約書はないため落

札者と調整のうえ、両診療所まとめて1本の賃貸借契約として作成する。 
 

 
８ 本件問い合わせ先：大町市役所市民課国保・年金係 電話 0261-22-0420（内線 424） 

  


